
令
和
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年
八
月
三
十
日

一

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
・
公
告
）

令

和

元

年

第

三

四

号

八

月

三

十

日

（　金 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
警

察

本

部

訓

令

大
分
県
警
察
職
員
安
全
衛
生
管
理
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
告

落
札
者
等
の
公
示
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
警

察

本

部

訓

令

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

○
公
　
　
　
　
　
告

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
八
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

落
札
に
係
る
役
務
の
名
称

　
　

大
分
県
警
察
駐
在
所
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
電
気
通
信
回
線
利
用
契
約

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
九
州
支
社　

執
行
役
員　

九
州
支
社
長　

山　

﨑　
　
　

拓

　
　

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
渡
辺
通
二
丁
目
六
番
一
号

五　

落
札
金
額

　
　

八
百
六
十
七
万
千
三
百
六
十
三
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
９
号

警
　
察
　
本
　
部
　

警
　
察
　
学
　
校
　

警
　
　
察
　
　
署
　

　
大
分
県
警
察
職
員
安
全
衛
生
管
理
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
6
0
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
2
5
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
元
年
８
月
3
0
日

大
分
県
警
察
本
部
長
　
石
　
川
　
泰
　
三
　

　
第
４
条
第
１
項
中
「
警
察
学
校
を
含
む
。
」
を
削
り
、
「
及
び
警
察
署
」
を
「
、
警
察
学
校
及
び
警
察

署
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
警
務
部
長
を
」
の
次
に
「
、
警
察
学
校
に
あ
っ
て
は
警
察
学
校
長
を
」
を

加
え
、
同
条
第
４
項
中
「
警
察
署
」
を
「
警
察
学
校
及
び
警
察
署
」
に
改
め
、
同
条
第
５
項
中
「
厚
生
課
長

を
」
の
次
に
「
、
警
察
学
校
に
あ
っ
て
は
副
校
長
を
」
を
加
え
る
。

　
第
５
条
第
１
項
中
「
本
部
」
の
次
に
「
、
警
察
学
校
」
を
加
え
、
同
条
第
２
項
中
「
課
長
補
佐
を
」
の
次

に
「
、
警
察
学
校
に
あ
っ
て
は
総
務
担
当
の
校
長
補
佐
を
」
を
加
え
る
。

　
第
６
条
第
１
項
中
「
本
部
」
の
次
に
「
、
警
察
学
校
」
を
加
え
、
同
条
第
２
項
中
「
本
部
に
勤
務
す
る
職

員
の
う
ち
か
ら
」
の
次
に
「
、
警
察
学
校
に
あ
っ
て
は
警
察
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
」
を
加
え

る
。

　
第
８
条
第
１
項
中
「
本
部
」
の
次
に
「
、
警
察
学
校
」
を
加
え
、
同
条
第
３
項
中
「
本
部
及
び
」
を
「
本

部
、
警
察
学
校
及
び
」
に
、
「
本
部
若
し
く
は
」
を
「
本
部
、
警
察
学
校
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

　
第
９
条
第
１
項
中
「
本
部
」
の
次
に
「
、
警
察
学
校
」
を
加
え
、
同
条
第
２
項
中
「
本
部
の
総
括
管
理
者

が
」
の
次
に
「
、
警
察
学
校
に
あ
っ
て
は
警
察
学
校
の
総
括
管
理
者
が
」
を
加
え
る
。

　
第
1
0
条
第
１
項
中
「
本
部
」
の
次
に
「
、
警
察
学
校
」
を
加
え
、
同
条
第
５
項
中
「
警
察
署
」
を
「
警
察

学
校
及
び
警
察
署
」
に
改
め
、
同
条
第
７
項
中
「
厚
生
課
で
」
の
次
に
「
、
警
察
学
校
に
あ
っ
て
は
総
務
係

で
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
元
年
９
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



令
和
元
年
八
月
三
十
日

大
分
県
報
（
公
告
）

二

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
八
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
シ
ス
テ
ム
上
位
装
置
等　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課

　
　

大
分
市
荷
揚
町
五
番
六
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
七
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ　

専
務
取
締
役　

依　

田　
　
　

茂

　
　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

五　

落
札
金
額

　
　

二
百
二
十
九
万
二
千
百
九
十
二
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

　
　

令
和
元
年
五
月
十
四
日


